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議案第１号 
 

   令和３年度宝達志水町一般会計予算 

 

 令和３年度宝達志水町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，７９５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月２５日提出 

宝達志水町長 寳 達  典 久     
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 町税 1,715,251

1 町民税 605,010

2 固定資産税 1,019,238

3 軽自動車税 42,603

4 町たばこ税 48,000

5 入湯税 400

2 地方譲与税 80,892

1 地方揮発油譲与税 18,000

2 自動車重量譲与税 55,000

4 森林環境譲与税 7,892

3 利子割交付金 800

1 利子割交付金 800

4 配当割交付金 4,500

1 配当割交付金 4,500

5 株式等譲渡所得割交付金 4,200

1 株式等譲渡所得割交付金 4,200

6 法人事業税交付金 6,000

1 法人事業税交付金 6,000

7 地方消費税交付金 216,000

1 地方消費税交付金 216,000

8 ゴルフ場利用税交付金 25,000

1 ゴルフ場利用税交付金 25,000

9 環境性能割交付金 7,000

1 環境性能割交付金 7,000

10 地方特例交付金 31,400

1 地方特例交付金 9,000

2 新型コロナウイルス感染症対策 22,400

地方税減収補填特別交付金

11 地方交付税 3,024,000

1 地方交付税 3,024,000

12 交通安全対策特別交付金 1,000

1 交通安全対策特別交付金 1,000

13 分担金及び負担金 77,081

1 分担金 9,142

2 負担金 67,939

14 使用料及び手数料 50,283

1 使用料 32,122

2 手数料 18,161

15 国庫支出金 577,876

1 国庫負担金 289,625

2 国庫補助金 285,655

3 委託金 2,596

10 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金額

16 県支出金 357,993

1 県負担金 190,695

2 県補助金 124,349

3 委託金 42,949

17 財産収入 44,066

1 財産運用収入 11,748

2 財産売払収入 32,318

18 寄附金 50,102

1 寄附金 50,102

19 繰入金 523,696

1 基金繰入金 523,696

20 繰越金 1

1 繰越金 1

21 諸収入 120,059

1 延滞金・加算金及び過料 1,000

2 町預金利子 12

3 貸付金元利収入 67,625

4 雑入 43,152

5 受託事業収入 8,270

22 町債 877,800

1 町債 877,800

歳　　入　　合　　計 7,795,000

10 一般会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 議会費 107,662

1 議会費 107,662

2 総務費 956,286

1 総務管理費 756,750

2 徴税費 109,491

3 戸籍住民基本台帳費 66,218

4 選挙費 22,074

5 統計調査費 818

6 監査委員費 935

3 民生費 2,097,740

1 社会福祉費 1,007,434

2 児童福祉費 1,090,306

4 衛生費 997,971

1 保健衛生費 933,037

2 清掃費 57,826

3 上水道費 7,108

5 労働費 9,064

1 労働諸費 9,064

6 農林水産業費 331,393

1 農業費 271,966

2 林業費 55,589

3 水産業費 3,838

7 商工費 136,858

1 商工費 136,858

8 土木費 1,059,676

1 土木管理費 8,239

2 道路橋りょう費 540,404

3 河川費 2,676

4 公園費 3,960

5 下水道費 495,479

6 住宅費 8,918

9 消防費 290,423

1 消防費 290,423

10 教育費 787,569

1 教育総務費 94,070

2 小学校費 214,831

3 中学校費 120,276

4 社会教育費 125,713

5 保健体育費 232,679

11 災害復旧費 2,000

1 農林水産施設災害復旧費 1,500

2 公共土木施設災害復旧費 500

10 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金額

12 公債費 998,358

1 公債費 998,358

13 予備費 20,000

1 予備費 20,000

歳　　出　　合　　計 7,795,000

10 一般会計
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

県営ほ場整備事業債 6,500

県営老朽ため池整備事業債 1,400

広域営農団地農道整備事業
債

54,500

林道整備事業債 15,000

保育所改築事業債 180,500

リサイクルセンター基幹改良
事業債

60,600

道路橋りょう整備事業債 210,500

体育施設整備事業債 62,700

義務教育施設整備事業債
（小学校債）

27,100

義務教育施設整備事業債
（中学校債）

19,300

臨時財政対策債 183,000

過疎地域自立促進特別事業
債

56,700

合　　　計 877,800

第 ２ 表　　地　方　債

普通貸借
又は

証券発行

　5.0％以内

　ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の利率。

　借入先の融通条
件による。

　ただし、町財政そ
の他の都合により据
置期間を短縮し、若
しくは繰上償還又は
低利に借り換えるこ
とができる。
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議案第２号 

 

   令和３年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和３年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４５７，５２１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内 

   でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月２５日提出 
 

宝達志水町長 寳 達  典 久     

− 11 −



第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 国民健康保険税 202,680

1 国民健康保険税 202,680

3 使用料及び手数料 60

1 手数料 60

5 県支出金 1,126,178

2 県補助金 1,126,177

3 財政安定化基金交付金 1

6 繰入金 128,365

1 他会計繰入金 89,258

2 基金繰入金 39,107

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 236

1 加算金・延滞金及び過料 2

2 預金利子 229

3 雑入 5

9 町債 1

2 財政安定化基金貸付金 1

△ （国庫支出金） 0

△ （国庫補助金） 0

歳　　入　　合　　計 1,457,521

15 国保特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 65,774

1 総務管理費 65,334

2 徴税費 332

3 運営協議会費 108

2 保険給付費 1,051,594

1 療養諸費 910,322

2 高額医療費 138,110

3 移送費 60

4 出産育児諸費 2,102

5 葬祭費 1,000

3 国民健康保険事業費納付金 319,591

1 医療給付費分 223,131

2 後期高齢者支援金等分 76,639

3 介護納付金分 19,821

4 共同事業拠出金 1

1 共同事業拠出金 1

6 保健事業費 16,611

1 保健事業費 16,611

7 基金積立金 229

1 基金積立金 229

9 諸支出金 1,521

1 償還金及び還付加算金 1,521

10 繰出金 200

1 繰出金 200

11 予備費 2,000

1 予備費 2,000

歳　　出　　合　　計 1,457,521

15 国保特別会計
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議案第３号 

 

   令和３年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和３年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０３，５８０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

   令和３年２月２５日提出 

 

宝達志水町長 寳 達  典 久     
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 後期高齢者医療保険料 140,758

1 後期高齢者医療保険料 140,758

2 繰入金 62,720

1 一般会計繰入金 62,720

3 諸収入 101

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 償還金及び還付加算金 100

4 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 203,580

21 後期高齢者医療特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 4,820

1 総務管理費 670

2 徴収費 4,150

2 後期高齢者医療広域連合納付金 198,660

1 後期高齢者医療広域連合納付金 198,660

3 諸支出金 100

1 償還金及び還付加算金 100

歳　　出　　合　　計 203,580

21 後期高齢者医療特別会計
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議案第４号 

 

   令和３年度宝達志水町介護保険特別会計予算 

 

 令和３年度宝達志水町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，９４３，０４９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内 

   でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月２５日提出 

 

宝達志水町長 寳 達  典 久     
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 保険料 370,192

1 介護保険料 370,192

2 国庫支出金 450,756

1 国庫負担金 330,463

2 国庫補助金 120,293

3 支払基金交付金 502,729

1 支払基金交付金 502,729

4 県支出金 276,579

1 県負担金 264,150

2 県補助金 12,429

5 繰入金 342,687

1 一般会計繰入金 294,761

2 基金繰入金 47,926

6 諸収入 1

1 延滞金・加算金及び過料 1

7 財産収入 104

1 財産運用収入 104

8 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 1,943,049

25 介護特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 37,134

1 総務管理費 25,540

2 徴収費 3,860

3 介護認定審査会費 7,734

2 保険給付費 1,829,580

1 介護サービス等諸費 1,662,960

2 介護予防サービス等諸費 34,440

3 高額介護サービス等費 33,780

4 高額医療合算介護サービス等費 7,260

5 その他諸費 1,080

6 特定入所者介護サービス等諸費 90,060

3 地域支援事業費 75,931

2 包括的支援事業任意事業費 43,548

3 介護予防・生活支援サービス事 29,156

業費

4 一般介護予防事業費 3,172

5 その他諸費 55

4 基金積立金 104

1 基金積立金 104

5 諸支出金 300

1 償還金及び還付加算金 300

歳　　出　　合　　計 1,943,049

25 介護特別会計
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議案第５号 

 

   令和３年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計予算 

 

 令和３年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８，９２３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

２０，０００千円と定める。 

 

   令和３年２月２５日提出 

 

宝達志水町長 寳 達  典 久     
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 利用料 39,283

1 利用料 39,283

2 負担金 673

1 負担金 673

3 財産収入 2,278

1 財産収入 2,278

4 繰入金 35,649

1 他会計繰入金 29,649

2 基金繰入金 6,000

6 諸収入 1,040

1 雑入 1,040

歳　　入　　合　　計 78,923

36 ケーブルテレビ事業特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 ケーブルテレビ管理費 78,923

1 ケーブルテレビ管理費 78,923

歳　　出　　合　　計 78,923

36 ケーブルテレビ事業特別会計
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議案第６号 

 

令和３年度宝達志水町水道事業会計予算 

 

 (総 則) 

第１条 令和３年度宝達志水町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 (業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(１) 給 水 戸 数  ４,６００戸 

(２) 年間総給水量  １,１００,０００㎥ 

(３) １日平均給水量  ３,０１４㎥ 

(４) 主な建設改良費 老朽管布設替費 １３１,０００千円 

 配水設備改良費 ２,２００千円 

 浄水施設改良費 １２,６００千円 

   

 (収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入   

第１款 水道事業収益  ３１３,８７５千円 

 第１項 営業収益  ２６７,３３８千円 

 第２項 営業外収益  ４６,５２７千円 

 第３項 特別利益  １０千円 

 

支     出 

  

第１款 水道事業費用  ２８９,３２５千円 

 第１項 営業費用  ２６７,６１６千円 

 第２項 営業外費用  ２１,６０９千円 

 第３項 特別損失  １００千円 

   

 (資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額２１２,９１２千円は、当年度消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１３,２５５千円、過年度分損益勘定留保資金４２,６３５千円、当年

度分損益勘定留保資金９９,６００千円、減債積立金５７,４２２千円で補てんする

ものとする。) 

収     入   

第１款 資本的収入  ２６,６４０千円 

 第１項 補助金   ２６,２４０千円 

 第２項 工事負担金  ４００千円 

 

支     出 

  

第１款 資本的支出  ２３９,５５２千円 
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 第１項 建設改良費  １４５,８７２千円 

 第２項 企業債償還金  ９３,６８０千円 

   

 (一時借入金) 

第５条 一時借入金の限度額は、１００,０００千円と定める。 

 

 (予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (１) 収益的支出における各項間の流用 

 (２) 資本的支出における各項間の流用 

 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (１) 職員給与費                ２３,４９４千円  

 

 (他会計からの補助金) 

第８条 水道事業の経営基盤強化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける額

は、７,１０７千円である。 

２ 下水道事業事務執行に要する経費として、下水道事業会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、９９６千円である。 

 

 (たな卸資産購入限度額) 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、７,１５０千円と定める。 

 

 

 令和３年２月２５日提出 

 

 

                    宝達志水町長 寳 達 典 久 
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 宝達志水町下水道事業会計予算 
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議案第７号

（総　　則）

第１条　令和３年度宝達志水町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）農業集落排水事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　施設更新対策

（２）公共下水道事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　管路及び施設更新対策

（３）浄化槽事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　浄化槽設備工事

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　農業集落排水事業収益

第２項 営業外収益 １１３，７８４千円

第３項 特 別 利 益 １千円

８１戸

１４，６００㎥

４０㎥

５，０００千円

収　　　　　　入

１６６，８６４千円

第１項 営 業 収 益 ５３，０７９千円

　　　令和３年度宝達志水町下水道事業会計予算

８９１戸

２４２，７００㎥

６６５㎥

４６，０００千円

２，９７１戸

８１２，１００㎥

２，２２５㎥

１３４，２００千円
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第２款　公共下水道事業収益

第３款　浄化槽事業収益

第１款　農業集落排水事業費用

第２款　公共下水道事業費用

第３款　浄化槽事業費用

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額２８４，６２２千円は当年度消費税及び地方消費税資本

的収支調整額９，０３０千円、当年度分損益勘定留保資金２２２，１４９千円及び

減債積立金５３，４４３千円で補てんするものとする。）

第１款　農業集落排水事業資本的収入

第５項 他会計補助金 ２１，８６４千円

合 計 ７１９，５０９千円

収　　　　　　入

１２８，８６４千円

第２項 補 助 金 ２１，５００千円

第３項 企 業 債 ８５，５００千円

６，９４９千円

第１項 営 業 費 用 ６，１９５千円

第２項 営業外費用 ７４４千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

５５８，６４８千円

第１項 営 業 費 用 ４７４，３０６千円

第２項 営業外費用 ８４，３３２千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

１５３，９１２千円

第１項 営 業 費 用 １３３，３０２千円

第２項 営業外費用 ２０，６００千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

第２項 営業外収益 ５，４９５千円

第３項 特 別 利 益 ２千円

合 計 ８２９，３９１千円

支　　　　　　出

第２項 営業外収益 ４７５，１９２千円

第３項 特 別 利 益 １千円

７，８０４千円

第１項 営 業 収 益 ２，３０７千円

６５４，７２３千円

第１項 営 業 収 益 １７９，５３０千円
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第２款　公共下水道事業資本的収入

第３款　浄化槽事業資本的収入

第１款　農業集落排水事業資本的支出

第２款　公共下水道事業資本的支出

第３款　浄化槽事業資本的支出

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

千円

借入先の融資条件に

事業 ただし、利率見直し よる。ただし、企業

方式で借り入れる資 財政その他の都合に

金について、利率の より繰上償還又は低

公共下水道 見直しを行った後に 利に借り換えること

事業 おいては、当該見直 ができる。

し後の利率

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。

特定環境保全 ２７７，６００

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

農業集落排水 ８５，５００ 証書借入 ５．０％以内

７，６８１千円

第１項 建設改良費 ５，０００千円

第２項 企業債償還金 ２，６８１千円

合 計 ８２７，１６５千円

第２項 企業債償還金 １３７，４３６千円

６３６，０４８千円

第１項 建設改良費 １４２，２４１千円

第２項 企業債償還金 ４９３，８０７千円

第６項 他会計補助金 ４，５３９千円

合 計 ５４２，５４３千円

支　　　　　　出

１８３，４３６千円

第１項 建設改良費 ４６，０００千円

第３項 企 業 債 ２７７，６００千円

第６項 他会計補助金 ７４，６４０千円

５，４３９千円

第１項 受益者分担金 ９００千円

４０８，２４０千円

第１項 受益者分担金 ４００千円

第２項 補 助 金 ５５，６００千円
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。

（１）収益的支出における各項間の流用

（２）資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合には、議会の議決を経なければ

ならない。

職員給与費 ２１，１３５千円

（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業の経営基盤の安定化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受け

る額は、４９５，４７３千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条　繰越利益剰余金のうち５３，４４３千円は、次のとおり処分するものと定める。

（１）減債積立金　５３，４４３千円

令和３年２月２５日提出

宝達志水町長　 寳　達　典　久
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議案第８号 

 

令和３年度宝達志水町病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和３年度宝達志水町病院事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病床数      一般病床  ４３床、療養型病床 ２７床 

（２）年間入院患者数  一般病床 １４，６００人、療養型病床 ９，４９０人 

（３）年間外来患者数       ５０，１３５人（うち介護保険 ３，５２３人） 

（４）一日平均入院患者数         ６６人 

（５）一日平均外来患者数        １８５人 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収   入 

 第１款 病院事業収益      １，２７８，４５０千円 

  第１項 医業収益       １，０７２，３７０千円 

第２項 医業外収益        ２０６，０７９千円 

第３項 特別利益               １千円 

 

  支   出 

 第１款 病院事業費用      １，３８６，９９０千円 

  第１項 医業費用       １，３８０，６４６千円 

  第２項 医業外費用          ６，３３４千円 

  第３項 特別損失              １０千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額５７，３７６千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整

額７８４千円、過年度分損益勘定留保資金５６，５９２千円で補填するものとする。） 

 

  収   入 

 第１款 資本的収入         ２０９，２７９千円 

  第１項 企 業 債        １５０，０００千円 

  第２項 繰 入 金         ５７，３７５千円 

  第３項 寄 附 金              １千円 

  第４項 補 助 金          １，９０３千円 
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  支   出 

第１款 資本的支出         ２６６，６５５千円 

  第１項 建設改良費        １５６，９００千円 

第２項 企業債償還金       １０９，７５５千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

電子カルテシス

テム更新等 

150,000 千円 証書借入 5.0％以内 

ただし利率見直し方

式で借り入れる資金

について、利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し

後の利率。 

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上償還または

低利に借り換えるこ

とができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

    （１）職員給与費     ８０３，１４６千円 

    （２）交 際 費         ５００千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 棚卸資産の購入限度額は、１４７，１２０千円と定める。 

 

 

 

 

令和３年２月２５日提出 

 

 

宝達志水町長 寳 達 典 久 
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